
船舶事故調査報告書 

令和元年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年１月２５日 ０７時００分ごろ 

発生場所 愛媛県今治
いまばり

市梶島東方沖 

 梶島三等三角点から真方位０９９°７４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０７.３′ 東経１３３°１０.０′） 

事故の概要  漁船第二蛭子
え び す

丸は、航行中、のり養殖施設に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３１年２月６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第二蛭子丸、４.９９トン 

 ＥＨ３－４３０２８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 プロペラ及びブラケットに破損 

のり養殖施設 のり網に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時 

日出時刻：０７時１０分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、漁場に向けて航行中、のり養殖施

設に乗り揚げた。 

本船は、本事故後、所属する漁業協同組合の僚船により、今治市今

治港までえい
．．

航された。 

分析  本船は、航行中、のり養殖施設に乗り揚げたものと考えられるが、

船長から情報が得られなかったことから、乗揚に至った状況について

明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、本船が、航行中、のり養殖施設に乗り

揚げたものと考えられる。 

 


